
１ 歳入・歳出の状況

（単位：百万円）

令和５年度 令和４年度 増  減  率

721,336 788,998 △8.6％

２ 収支の状況

（単位：百万円）

令和５年度 令和４年度 令和４年度

(1,785) (1,977) (903)
2,204 5,334 4,260

(△ 192) (△ 6,359) (△ 6,406)
△ 3,130 △ 6,353 △ 6,400

(△ 6,417) (△ 10,253) (△ 10,300)
△ 9,355 △ 10,247 △ 10,294

３ 健全化判断比率等

令和５年度 令和４年度 財政再生基準

10.9% 11.0% 35%

164.6% 169.9%

96.2% 95.1%

△8.9％

歳 出 総 額 △ 67,662

令和６年８月２０日

令和５年度普通会計決算見込について

項　　　目 増  減  額

実 質 収 支
(650)
1,069

歳 入 総 額 730,821 802,009 △ 71,188

・歳入・歳出とも、前年度決算額を下回った。

項　　　目
普通会計 （参考）一般会計

令和５年度

項　　　目 早期健全化基準

単 年 度 収 支
(△ 253)
△ 3,191

実質単年度収支
(△ 6,478)

△ 9,416

・実質収支は、昭和52年度以降47年連続の黒字。

・令和５年度の実質収支のうち419百万円については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支

　援交付金の事業費確定等に伴う不用額等であり、令和６年度以降に国へ返納予定。

　表中の（）内は、当該国庫返納額（令和５年度：419百万円、令和４年度：3,357百万円）を

　除いた金額。

・実質公債費比率、将来負担比率については、国の示す基準を下回った。

・実質公債費比率が前年度比0.1ポイント減、将来負担比率が5.3ポイント減となった。

・実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率については、いずれも該当なし。

実質公債費比率 25%

将来負担比率 400%

経常収支比率
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（１）歳入・歳出の内訳

（歳　入） （単位：百万円、％）

　地　　方　　税
268,509 275,034 △ 2.4 36.7 34.3

63,036 67,190 △ 6.2 8.6 8.4

　地 方 譲 与 税
38,490 38,320 0.4 5.3 4.8

　地 方 交 付 税
178,510 176,984 0.9 24.4 22.1

　国 庫 支 出 金
90,581 145,506 △ 37.7 12.4 18.1

　使用料・手数料
9,676 9,547 1.4 1.3 1.2

　地　　方　　債
56,557 55,728 1.5 7.7 7.0

　そ　　の　　他
88,498 100,890 △ 12.3 12.2 12.5

19,907 23,342 △ 14.7 2.7 2.9

　歳　入　合　計
730,821 802,009 △ 8.9 100.0 100.0

※地方税については、地方消費税清算金調整後

（歳　出） （単位：百万円、％）

　義 務 的 経 費
289,676 297,633 △ 2.7 40.1 37.8

　人　　件　　費
178,221 186,160 △ 4.3 24.7 23.6

　扶　　助　　費
13,019 12,425 4.8 1.8 1.6

　公　　債　　費
98,436 99,048 △ 0.6 13.6 12.6

　投 資 的 経 費
97,467 93,234 4.5 13.5 11.8

　普通建設事業費
95,881 91,670 4.6 13.3 11.6

　補　　　助
50,408 50,786 △ 0.7 7.0 6.4

　単　　　独
34,447 29,049 18.6 4.8 3.7

　国直轄負担金
11,026 11,835 △ 6.8 1.5 1.5

　災害復旧事業費
1,586 1,564 1.4 0.2 0.2

　そ　　の　　他
334,193 398,131 △ 16.1 46.4 50.4

　歳　出　合　計
721,336 788,998 △ 8.6 100.0 100.0

区　　　分
決 算 額

伸び率
構 成 比

令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度

　うち 法人二税

　うち 繰 入 金

区　　　分
決 算 額

伸び率
構 成 比

令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度
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（単位：百万円）

令和５年度 令和４年度 令和４年度

 最終予算額
740,429 805,367 862,581

歳
 前年度からの
 繰越額 46,010 66,098 66,073

786,439 871,465 928,654

730,821 802,009 855,161

55,618 69,456 73,493

 最終予算額
740,429 805,367 862,581

歳
 前年度からの
 繰越額 46,010 66,098 66,073

786,439 871,465 928,654

出
721,336 788,998 845,962

65,103 82,467 82,692

9,485 13,011 9,199

7,281 7,677 4,939

(1,785) (1,977) (903)

2,204 5,334 4,260

(1,977) (8,336) (7,309)

5,334 11,687 10,660

(△ 192) (△ 6,359) (△ 6,406)

△ 3,130 △ 6,353 △ 6,400

(△ 6,417) (△ 10,253) (△ 10,300)

△ 9,355 △ 10,247 △ 10,294

※表中の（）内は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の国庫返納額

　（令和５年度：419百万円、令和４年度：3,357百万円）を除いた金額

（２）収支状況の内訳

区      分

 予算額計（Ａ）

46,007

839,642

793,635

普 通 会 計

令和５年度

（参考）一般会計

 差引(D)-(E)
 （Ｆ）

 翌年度繰越財源
 （Ｈ）

 実 質 収 支
  (G)-(H) （Ｉ）

 実 質 単 年 度 収 支
 （Ｌ）

(△ 6,478)

△ 9,416

△ 3,191

4,260

4,627

(903)

1,069

 単 年 度 収 支
  (I)-(J) （Ｋ）

(△ 253)

(650)

 前年度実質収支
 （Ｊ）

780,707

 決算見込額
 （Ｂ）

入

5,696

 歳入歳出差引額
  (B)-(E) （Ｇ）

64,631

775,011

793,635

46,007

839,642

58,935

 差引(A)-(B)
 （Ｃ）

 予算額計（Ｄ）

 決算見込額
 （Ｅ）
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健全化判断比率等の対象範囲

会  計  名  等

財政再生基準 5% 15% 35%

早期健全化基準 3.75% 20% 8.75% 25% 400%
【経営健全化基準】

三セク

信用保証協会・個人　等
（県の損失補償・特定短期貸付金があるもの）

精神科医療センター

公社

各 第三セクター
（県の損失補償があるもの）

土地開発公社

独法
法人

県立大学

広域水道企業団組合

流域下水道事業会計
資金不足
比    率

資金不足
比    率

県営工業用水道事業会計

（

法
適
）

公
営
企
業

県営電気事業会計 資金不足
比　　率

内陸工業団地及び流通業務団地
造成事業特別会計

資金不足
比　　率

（

法
非
適
）

公
営
企
業

資金不足
比　　率

県営食肉地方卸売市場特別会計
資金不足
比　　率

国民健康保険事業特別会計
（一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計）

港湾整備事業特別会計

公営事業
会計

用品調達特別会計

公債管理特別会計

後楽園特別会計

収入証紙等特別会計

中小企業支援資金貸付金特別会計

公共用地等取得事業特別会計

林業改善資金貸付金特別会計

沿岸漁業改善資金貸付金特別会計

実

質

公

債

費

比

率

母子父子寡婦福祉資金貸付金
特別会計

造林事業等特別会計

《参考１》

会計 健  全  化  判  断  比  率　等

普

通

会

計

一 般 会 計

実

質

赤

字

比

率

将

来

負

担

比

率

連

結

実

質

赤

字

比

率



《参考２》

健全化判断比率等の概要

・一般会計等の実質赤字額：一般会計等（≒普通会計における会計）の実質赤字の額

・実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）

・連結実質赤字額　（①＋②）－（③＋④）
① 一般会計等及び公営企業以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
② 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
③ 一般会計等及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
④ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

・準元利償還金
満期一括償還地方債について、償還期間を30年とした場合における１年あたりの元金償還金相当額
公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰出金
債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
一時借入金の利子 等

・将来負担額
一般会計等の当該年度の前年度末における地方債残高
債務負担行為に基づく支出予定額
公営企業債の元金償還に係る一般会計等の負担見込額
退職手当支給予定額のうち一般会計等の負担見込額
設立法人の負債に係る一般会計等の負担見込額 等

・資金不足額

－解消可能資金不足額

・事業の規模

法適用企業…営業収益の額－受託工事収益の額

法非適用企業…営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額

・経常経費充当一般財源

人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当された一般財源の額

・経常一般財源

地方税、普通交付税、地方譲与税など毎年度経常的に収入される一般財源の額

100

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

経常経費充当一般財源

将来負担比率

法適用企業…（流動負債＋建設事業等以外に充当した地方債現在高－流動資産）－解消可能資金不足額

法非適用企業…（繰上充用額等＋支払繰延額＋事業繰越額＋建設事業等以外に充当した地方債現在高）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

×

資金の不足額

経常収支比率 ＝
経常一般財源＋減収補填債特例分＋臨時財政対策債

＝

資金不足比率 ＝
事業の規模

実質公債費比率
（３ヶ年平均）

実質赤字比率

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

連結実質赤字額

＝

＝
標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模
連結実質赤字比率 ＝

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－

（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

普通会計に生じている赤字の大きさを、県

の財政規模に対する割合で表したもの

毎年度経常的に収入される一般財源等のうち、人件費等の毎年度経常的に支出される経費に充当され

たものが占める割合で、財政構造の弾力性を表す指標。低いほど財政の弾力性が大きい

公営企業を含む地方公共団体の全会計に生じ

ている赤字の大きさを、県の財政規模に対する

割合で表したもの

公営企業債の償還金に対する繰出金等を含む県の実質的な公債費の大きさを、

財政規模に対する割合で表したもの

地方債等の現在抱えている負債の大きさを、

県の財政規模に対する割合で表したもの

公営企業の資金不足を、事業規模である料金

収入の規模と比較して指標化し、経営状態の

悪化度を示すもの


